
告 示

�愛媛県規則第６号
愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則

愛媛県県民文化会館使用規則（昭和６０年愛媛県規則第５６号

）の一部を次のように改正する。

別表第２照明設備の部４４の項中 メイン
ホール

大 １列 ２，７５０

中 １列 １，７３０

「

」

を メインホール １列 ２，７５０「 」に改め、同部５７の項中
１．５キロワット １台 ３００「 」及び ３キロワット １台 ９１０「 」を

削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第６１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、丹原町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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字の名称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字徳能 大字高知 甲１１３の１、甲１６８の１の一部、甲１６８
の３、甲１６８の４の一部、甲１６９の１の
一部、甲１６９の２、甲１７０、甲１７１の１
の一部、甲１７１の２の一部、甲２３１の３
、甲２３１の５の一部、甲２３１の７の一部
、甲２３１の８、甲２３１の９、甲２３２の１
の一部、甲２３２の４及び大字徳能甲１５２
の１に隣接する水路である国有地の一
部

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

大字高知 大字徳能 甲１４７の１の一部、甲１４７の３、甲１４８
の１の一部、甲１４８の２の一部、甲１４９
の１の一部、甲１５２の１の一部、甲１５３
の１の一部、甲１５４の１の一部、甲１７５
の１の一部、甲１７５の３の一部、甲１７６
の１の一部、甲１７６の３及び甲１７６の６
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�愛媛県告示第６１６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市吉岡土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６１９号
土居町土居土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・垣ノ内

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

�愛媛県告示第６１４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１７号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があっ

た。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 愛媛県立伊予三島
病院 松 岡 欣 也 伊予三島市中之庄町１６８４番地２ 平成

１５年３月３日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛 媛 労 災 病 院 八十川 雄 図 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

清 地 秀 典 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成１４年
４月１日

藤 田 勝 済 生 会 西 条 病 院 西条市朔日市２６９－１ 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 平成１４年
４月１日

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

マ ロ ン 薬 局 東予市円海寺６番
３

平成１５年
３月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛 媛 労 災 病 院 岩 村 真 事 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
１５年２月４日

じ ん 臓 機 能 障 害 内 科 住 友 別 子 病 院 安 達 政 恭 新居浜市王子町３番１号 平成
１４年１２月３日

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 大 西 利 明 東予市安用５８０番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 大 西 政 光 東予市安用甲６３６番地

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２５６



条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・垣ノ内地区）計画書の写し

� 土居町土居土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２０号
土居町土居土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中原地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・中原地区）計画書の写し

� 土居町土居土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２１号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・郷戸川地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・郷戸川地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２２号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・薬師地区）の施

行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・薬師地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２３号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・樋ノ口

揚水地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・樋ノ口揚水地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２４号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・東新開

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・東新開地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２５号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大和１

号地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２５７



和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・大和１号地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２６号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・宮の下

幹線地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・宮の下幹線地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第６２７号
平成１５年３月１０日県営ほ場整備事業（担い手育成型）徳能

地区（徳能下工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項

において準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６２８号
平成１５年３月１０日県営ほ場整備事業（担い手育成型）徳能

地区（星野工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項に

おいて準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６２９号
平成１５年３月１１日県営中山間地域総合整備事業伊予中山地

区三秋工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６３０号
平成１５年３月３日松山市営基盤整備促進事業太尺寺地区（

太尺寺第１工区）の換地計画に基づく換地処分があったので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６３１号
平成１５年３月３日松山市営基盤整備促進事業太尺寺地区（

太尺寺第２工区）の換地計画に基づく換地処分があったので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６３２号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補

償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要

件に適合すると認めるので、同条第５項において準用する同

法第１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する

。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６３３号
愛媛県海砂利採取認可要綱（昭和５５年１２月１日制定）第３

条第１項の規定により、平成１５年度の海砂利に係る年間採取

認可総量を次のとおり決定した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 平成１５年度の海砂利に係る年間採取認可総量

２，８８９，０００立方メートル

２ 知事は、平成１５年度においては、１の年間採取認可総量

の範囲内で砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の認

可をするものとする。

�������
�愛媛県告示第６３４号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５６条の３第１項の規定

に基づき、次のとおり水域施設等の建設の届出があった。

平成１５年３月１８日

区 域 区 分

川之江区域（川之江漁
業協同組合の地区）

瀬戸内海において、２隻以上の漁船により
船びき網を使用して営む漁業であって、当
該漁船の合計総トン数が１０トン以上２０トン
未満であるもの

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２５８
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

日本液化石油ガス備蓄株式会社

東京都文京区小石川一丁目４番１号

代表者 代表取締役社長 澤田 仁

２ 水域施設等の所在する水域の範囲

越智郡波方町大字宮崎甲６７９番１地先海面

３ 水域施設等の種類、規模及び構造

４ 係留施設の係留能力

最大 ３，１５０ＤＷＴ級

５ 水域施設等の建設の工事の開始及び完了の予定期日

� 工事の開始予定期日 平成１５年３月２０日

� 工事の完了予定期日 平成１５年１０月３１日

６ 水域施設等の使用及び管理の計画

石油ガス国家備蓄波方基地建設に伴なうトンネル掘削ず

りの海上搬出用係留施設として使用し、維持管理のため、

届出者において監視・検査を行う。

�愛媛県告示第６３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

種 類 規 模 及 び 構 造

係 留 施 設 桟橋（杭式ジャケット構造・トラス構造）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
東予市周布１６５１番２地先から

同市周布１７０１番３地先まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
東予市周布７０１番３地先から

同市周布７０３番１地先まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 孫兵衛作壬生川線
東予市河原津乙７番２１３から

同市楠乙４５４番３６５まで

旧 ５．７～７．０ ０．１８１

新 １１．８～１９．８ ０．１８１

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２５９
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平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 孫兵衛作壬生川線
東予市河原津乙７番２１３から

同市楠乙４５４番３６５まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
周桑郡丹原町大字今井２４５番４地先から

同大字２３８番１地先まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
越智郡玉川町大字龍岡上甲４９８番地先から

同大字甲４８６番１地先まで

旧 ６．０～１４．０ ０．１１９

新 １１．５～３５．２ ０．１１９

〃 〃
越智郡玉川町大字龍岡上甲４８６番１地先から

同大字甲３４３番１地先まで

旧 ６．４～１５．０ ０．４０６

新 ６．４～１５．０
１２．８～２５．０

０．４０６
０．４０５

〃 〃
越智郡玉川町大字龍岡上甲３４３番１地先から

同大字甲３０３番１地先まで

旧 ７．８～２５．４ ０．１８２

新 １７．２～４５．６ ０．１７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
越智郡玉川町大字龍岡上甲４９８番地先から

同大字甲４８６番１地先まで
平成１５年３月１８日

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６０
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平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中島環状線 温泉郡中島町大字宇和間甲１３７１番１ 平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上怒和元怒和線
温泉郡中島町大字上怒和乙５８９番１４地先から

同大字甲７７１番地先まで

旧 ８．６～２９．６ ０．４９８

新 ８．８～５８．８ ０．４９８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
上浮穴郡小田町大字大平８９４番２から

同大字９０９番２まで

旧 ５．６～１０．８ ０．０４６

新 １１．５～２５．０ ０．０４５

〃 〃
上浮穴郡小田町大字大平９２８番２から

同大字１０２８番２まで

旧 ５．４～１１．０ ０．０５３

新 ５．４～１１．０
２２．０～３４．０

０．０５３
０．０４３

〃 〃
上浮穴郡小田町大字大平１０２８番２から

同大字１０２８番３まで

旧 ５．６～９．３ ０．０３７

新 ６．４～２７．７ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
上浮穴郡小田町大字大平８９４番２から

同大字１０２８番３まで
平成１５年３月１８日

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６１
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その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予郡砥部町万年９８３番３から

同町万年１０２５番地先まで

旧 ８．２～１６．０ ０．１４８

新 ８．２～４６．８ ０．１２０

〃 〃
伊予郡砥部町万年１０２７番地先から

同町万年１００１番地先まで

旧 ６．０～１５．２ ０．１００

新 ９．０～１８．６ ０．１００

〃 〃
伊予郡砥部町万年１００１番地先から

同町万年７４４番１地先まで

旧 ６．２～２０．０ ０．１０９

新 ６．２～２０．０
１８．６～５３．２

０．１０９
０．０６９

〃 〃
伊予郡砥部町万年７４４番１地先から

同町万年７４４番４まで

旧 ６．４～９．０ ０．０３１

新 １２．０～２６．１ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山砥部線
伊予郡砥部町万年９８３番３から

同町万年１０２５番地先まで
平成１５年３月１８日

〃 〃
伊予郡砥部町万年１０２７番地先から

同町万年７４４番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中野川総津線
伊予郡広田村中野川６３１番２から

同村中野川１３３６番地先まで

旧 ５．３～５．８ ０．０１４

新 １１．５～１３．６ ０．０１４

〃 〃
伊予郡広田村中野川１３３９番３から

同村中野川１３４０番２まで

旧 ５．８～６．８ ０．０３２

新 ２９．６～４７．８ ０．０３２

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６２
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中野川総津線
伊予郡広田村中野川６３１番２から

同村中野川１３３６番地先まで
平成１５年３月１８日

〃 〃
伊予郡広田村中野川１３３９番３から

同村中野川１３４０番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南６番４から

同町大瀬南１０番１１まで

旧 ５．４～１６．８ ０．０６０

新 ３０．０～４０．５ ０．０３１

〃 〃
喜多郡内子町大瀬南１０番１１から

同町大瀬南１０番８地先まで

旧 ４．３～８．５ ０．１２１

新 ４．３～２２．７
８．２～５９．４

０．１２１
０．０９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南６番４から

同町大瀬南１０番８地先まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
西宇和郡保内町喜木３番耕地１番２地先から

同町須川２０番３地先まで

旧 ０ ０

新 ６．０～１２．２ ０．１７５

〃 大洲保内線

西宇和郡保内町喜木３番耕地１２７番１地先から
同町喜木２番耕地２１番１地先まで 旧 ３．９～１１．０ ０．０９７

西宇和郡保内町喜木３番耕地１２７番１地先から
同町須川２０番３地先まで 新 ４．６～１２．２ ０．３２８

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６３
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�愛媛県告示第６５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町九町字アラカヤ２番耕地２１３番２から

同字２番耕地３０３番１地先まで

旧 ３．５～２１．５ ０．２０７

新 ３．５～４６．０ ０．２０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町九町字アラカヤ２番耕地２１３番２から

同字２番耕地３０３番１地先まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西宇和郡三瓶町大字朝立字畑岡１番耕地５４２番１４地先
から

同大字字塩浜１番耕地４３８番２３６地先まで

旧 ６．２～８．７ ０．２７３

新 １３．０～１９．０ ０．２７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西宇和郡三瓶町大字朝立字畑岡１番耕地５４２番１４地先から

同大字字塩浜１番耕地４３８番２３６地先まで
平成１５年３月１８日

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６４
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�愛媛県告示第６５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
北宇和郡津島町成字船越４７９番３から

同字４８８番１１まで

旧 ４．６～２８．７ ０．２２４

新 ４．７～７０．３ ０．２２４

〃 〃
北宇和郡津島町大浦字大浦丙２番６から

同町大浦字手石灘乙２番１３まで

旧 ５．７～１２．３ ０．０９１

新 ７．０～７７．０ ０．０９１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡一本松町広見２２３４番地先から

同町広見２２０７番地先まで

旧 ５．２～６．５ ０．０９１

新 １１．０～２３．２ ０．０９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡一本松町広見２２３４番地先から

同町広見２２０７番地先まで
平成１５年３月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 篠山公園線
南宇和郡一本松町正木７６９番２から

同町正木７５１番１２まで

旧 ８．０～１５．４ ０．１３８

新 ８．５～３３．８ ０．１３８

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６５
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�愛媛県告示第６６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画事業を認可した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

北条市

２ 都市計画事業の種類及び名称

� 種類 松山広域都市計画道路事業

� 名称 ３・４・６９土手内中西外線

３・４・７１河原下難波線

３ 事業施行期間

平成１５年３月１８日から

平成２１年３月３１日まで

�愛媛県告示第６６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 篠山公園線
南宇和郡一本松町正木７６９番２から

同町正木７５１番１２まで
平成１５年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
西宇和郡西海町船越１番地先から

同町船越１番まで

旧 ６．４～１２．４ ０．１４６

新 ８．０～５５．０ ０．１４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
西宇和郡西海町船越１番地先から

同町船越１番まで
平成１５年３月１８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

西局建（開）第３２号

平成１５年２月２８日
西条市飯岡字三ツ也８３６番４

西条市飯岡６２１番地
徳 永 明 子

西局建（開）第３３号

平成１５年３月６日
西条市福武字外小坂甲７６７番４

新居浜市新田町二丁目７番７号
野 間 大 史

宇局建（開）第１８号

平成１５年３月７日

北宇和郡広見町大字永野市６１０番１並びに同郡同町大字出目２４４１番
１、２４４４番１、２４４８番１、２４４８番３、２４４９番１、２４４９番４、２４４９番
５及び２４５０番１

北宇和郡広見町大字近永１１４５
森 孝 洋

愛 媛 県 報平成１５年３月１８日 第１４４０号

２６６
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４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県北条市土手内字大町及び字六反地、辻字下中溝

、字芥子地、字吉黒、字上中溝、字大坪、字下宮ノ窪

、字黒ノ元及び字宮ノ窪、中西内字横田並びに中西外

字末元地内

� 使用の部分

愛媛県北条市土手内字大町地内

�������
�愛媛県告示第６６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、東予広域都市計画道路事業３・４・４０新地北条線

（東予市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１０年７月３１日から

平成１６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第６６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、東予広域都市計画公園事業６・５・２東予市運動

公園（東予市施行）の事業計画の変更を次のように認可した

。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和５５年１２月９日から平成２０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

東予市河原津新田地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第６６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、松山広域都市計画公園事業６・６・１松山中央公

園（松山市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成８年２月２日から平成１８年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県松山市市坪西町地内

� 使用の部分

なし

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年３月１０日 特定非営利活動法人
グループホームほほえみ 都 築 修 造 松山市味酒町二丁目４番地６

味酒シティハイツ２０２号
この法人は、痴呆性高齢者や障害者に対し
て利用者の個性を大切にしたグループホー
ム等の在宅介護事業を行い、地域と社会の
福祉の増進を図り、広く公益に貢献するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年３月１０日 特定非営利活動法人
倫理生活指導センター 井 上 富 男 伊予三島市寒川町７３８番地の１ この法人は、不特定多数の人々に対して、

円滑な社会生活を送るために必要な倫理観
に基づいて、心や生活の在り方を考えると
共に自己の研鑽を行うことで、自らの人間
性をより豊かなものにしていく勉強の場を
提供すること、又、高齢者や身体障害者が
安心して暮らすための生活支援、明るい未
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来を築くための青少年の健全育成、環境問
題に取り組む等、物心両面からのはたらき
かけによって、社会秩序の安定並びに向上
に寄与することを目的とする。

平成１５年３月１８日 印刷
平成１５年３月１８日 発行
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